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１．はじめに

　本稿の目的は、18世紀中期における幕府の御

用木伐出を分析し、権力の介入が地域社会をどの

ように変容させたのかという点について、解明を

試みることである。

　江戸時代、幕府や藩は土木・建築などに使用す

る材木の確保を目的として、御林と称される用材

林を設定していた。本稿が取り上げる武蔵国秩

父郡大滝（現・埼玉県秩父市大滝）は、奥秩父の

山々に囲まれた森林資源の豊富な地域であったた

め、17世紀末に山々の一部は幕府の御林に組み

込まれている１。

　そこで、幕府・諸藩の御林に関わる先行研究を

整理すると、以下のようになる。戦後、木曽・飛

騨・秋田などを取り上げ、林業政策の変遷につい

て分析が深められた２。1980年代以降は、百姓が

御林より伐出した材木で木炭を作り、それを幕府

に上納していた点などが明らかにされ、山間地域

における役負担の問題が着目される３。また、幕

府の林野政策に対する地域社会との対抗関係の検

討を切り口に４、生業のあり方およびその変容の

経過などが明らかにされるようになっていった５。

このほか近年では、伐出による資源の枯渇や獣害

など、環境問題と関連させつつ分析が進むなど、

御林の研究は多様な展開を見せている６。

　以上を踏まえて論点を整理すると、御林がある

ことで地域社会が様々な局面において幕府権力の

影響を受けることが想定される。たとえば、大滝

では元文２年（1737）から宝暦４年（1754）に至り、

御用木の伐出が行われ、それに端を発して享保期

に決着した百姓稼山をめぐる境界争論が再燃した。

そこで本稿では、境界争論に関わる原告・被告双

方の文書を分析し、御用木の伐出という公権力の

介入が地域社会をどのように変容させたのか、と

いう問題について考察する。

２．享保期の百姓稼山入会争論

（１）大滝の概要

　［図１］のように、大滝は武蔵国北西部の奥秩

父山地に位置し、2,000メートル級の山々を隔て

て甲斐・信濃・上野と接する国境地帯であった。

近世期の同地域には、幕府領の古大滝・新大滝・

中津川の３村が存在した。この３村は、近世初頭

には大滝村と称されていたものを、古大滝・新

大滝村は明暦元年（1655）、中津川村は元禄10年

（1697）に検地を受け、山あいに点在する小規模

な集落をもとに分村したものである。18世紀半

ばにおける３村の軒数・人口は［表１］の通りで、

中津川村は両大滝村と比べて奥山のため交通の便

は悪いが、少ない人口に対して広大な山林囲まれ

るという特色があった。

18世紀中期における御用木伐出と地域社会 
―武蔵国秩父郡大滝を事例に―

和　田　麻　子＊

＊お茶の水女子大学大学院院生

［表１］古大滝村・新大滝村・中津川村の軒数・人口
村 年 軒数 人口

古大滝村 宝暦5年（1755） 183軒 735人
新大滝村 元文2年（1737） 126軒 503人
中津川村 寛保3年（1743） 28軒 105人
この表は、『大滝村誌資料編』全11巻所収資料より作成した。
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　大滝は峻険な山岳地帯であるため、近世期に大

規模な田畑開発は行われず、百姓は山稼ぎ商品の

換金によって生計を立てていた。その代表的なも

のは、礼敷・笹板と呼ばれる家屋建築用の板材、

桶木・鍛冶炭・羽子板・木履といった林産物で、

これらは概して小型であったため、村外まで老若

男女が背負って運び出し、同郡大宮郷や上小鹿野

村といった在方町で売却するか、隣村贄川村から

川下げをして江戸まで輸送する、という生産形態

をとっていた７。

　また、大滝山内は戦国期に金山が発見されたこ

とに加え、国境の要衝であったことから、近世初

頭より御山・御立山・御林などと呼ばれ、幕府の

支配下にあった。そこへ、17世紀末に幕府が御用

木の伐出を実施し、併せて詳細な山林調査と槻・

檜などの御用木への指定を進めることで、国境付

近の奥山一帯は幕府用材林としての役割を高めて

いる。一方で、同時期には桶木をはじめとする８

品目の山稼ぎ商品の生産についてはこれまで通り

百姓の裁量に委ねられ（これを「八色稼ぎ」と呼

んでいた）、その生産範囲を居山より１里半以内

の百姓稼山（以下、「稼山」とも表記する）内と

も定められている。居山とは、百姓の居住地とそ

の周囲に広がる高請畑を指しており、幕府の御林

に対して、居山と稼山は百姓の生業空間とされた

のである８。

（２）百姓稼山の入会をめぐる争論

　本節では、享保17年（1732）より両大滝村と

中津川村との間に生じた争論について検討しよう。

　争論の発端は次のようである。まず、大宮郷の

五郎左衛門という者らが、自身の出資によって中

津川村稼山で材木を伐出したいと出願する９。し

かし、その場所では両大滝村と山境が接している

ため、両村に対しても山林の状況を幕府が吟味す

ることになった。すると、両大滝村と中津川村と

の間に、次の史料のような見解の相違があらわれ

る。
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［史料１］　中津川幸島家文書10

　　　　　　差上申証文之事

　中津河稼山大宮郷五郎左衛門伐出相願ニ付、

右稼山之儀ハ古大滝・新大滝両村ト山境相続

有之候ニ付、両大滝被召呼御吟味被成候所ニ、

中津川山之儀ハ両大滝村入会之場所ニ御座候

得者、売木等ニ罷成候而者稼之障ニ罷成迷惑

仕候段、中津川村之儀者先年両大滝村御山内

之中ニ而候所ニ、御検地之後別村ニ成候得共、

御山内之境目無御座入会山稼仕来候場所ニ御

座候、

　此段両大滝村入会稼山と申上候儀者大き成

偽ニ御座候、古来ゟ西北者信州・上州之国

境中津河ニ、両大滝之境者高岩ゟ中峯通十

文字迄紛レ無御座候、依之前々ゟ右大滝之

者共境越山稼ニ入候得者斧・鐇お取、其上

重而境を越申間敷旨大滝村ゟ証文数通取置

候得者、境目無之と者難申候、殊ニ中津川

稼山之儀も御検地以前ゟ居村ゟ壱里半相極、

縦御山内一所之儀ニ御座候とて茂、御林と

稼山之限り御座候所入会と申上候儀者難心

得奉存候、（後略）

　双方の主張を整理すると、両大滝村は傍線部の

ように、中津川山は両大滝村との入会の場所であ

るので、売木などを行われては山稼ぎに差し障り

迷惑である、と述べている。さらに、中津川村に

ついては、先年は両大滝村御山内に存在しており、

元禄期の検地によって村は別々になったが、御山

内に境目は無く入会で山稼ぎをしてきた場所であ

る、と主張する。すなわち、これを概念図にする

と［図２－１］のようになり、両者の稼山が重なっ

ている箇所は入会であるため、自分たちの許可無

く立木売却を行うことはできないはずだ、という

ものである。

　一方、中津川村は波線部のように、両大滝村の

主張は大きな偽りであり、古来より中津川村と両

大滝村との境目は、高岩という場所より中峯通

り・十文字峠まで線を引いた所に間違いない、と

主張する。さらに、以前より両大滝村の者共が境

を越えて山稼ぎを行った場合は、その者共の斧な

どを取り上げ、境を越えないように証文も交わし

てきた、とも述べている。そこで、こちらの主張

も概念図にすると［図２－２］のようになり、両

者の稼山が重なる範囲内には点線で示したような

境界があって、北側は自村の稼山であるはずだ、

というものである。

以上のように、両者の主張は対立するもので

あった。そこで、翌年９月に代官が御山内を見分

し、10月には３村で請書が作成される。その中の

一条で、両大滝村の稼山はこれまで通り居山より

１里半とするが、中津川村に関しては嶮岨難所の
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ため、稼山の四方が確定されることになり、「東

者高岩と申所迄新大滝村と入会稼」という一文が

ある11。すなわち、［図２－１］のように、幕府

の裁許によって中津川村は高岩を含む地点では新

大滝村との入会稼ぎに決したわけである。

　争論を整理すると、享保期の稼山入会争論は、

両大滝村の主張が通る形で決着した。しかし、こ

の判決は中津川村にとって受け入れ難く、後年に

行われた御用木伐出が終了すると再び問題となる。

３．元文～宝暦期の御用木伐出の御林再編

　本章では、元文２年（1737）から宝暦４年

（1754）までの18年間にわたり、大滝山林で実施

された御用木伐出の概要と地域社会への影響につ

いて検討しよう。

（１）御用木伐出の概要

　御用木伐出は、江戸と甲州の商人が請負い、滝

川・大洞川・中津川といった荒川支流沿いを順次

利用し、大滝地域全域で伐出された。担当の幕府

役人は井沢弥惣兵衛正房配下の在方御普請役で、

宝暦３年（1753）に井沢が失脚すると勘定所配下

の御普請役が引き継ぎ、翌年に終了している12。

　また、一連の伐出には地元百姓の参画も確認で

きる。たとえば、元文４年（1739）には両大滝村

名主より代官所へ、両村稼山内で停止木となって

いる槻９本が御用木に適当であると上申し、次の

ような願書を提出している。

［史料２］　大達原山口家文書13

　　（前略）

　一 右槻九本御用木之儀、両大滝百姓共稼山之

内槻之儀ハ先年ゟ御停止ニ付致御大切ニ置

候間、此度御用ニ相立可申と乍恐奉存候ニ

付、右両大滝之内大洞入山・塩沢入山・栃

本入山右三ヶ所ニ而御座候間、右出候足代

材木壱ヶ所ニ付尺廻シ三千本程宛し
〔 修 羅 〕

ゆら木

ニ被下置候得ハ、此度御用木別紙書付ニ

金高之通ニ御座候、被為仰付被下置候得

ハ、惣百姓共右御注文之通御用木根伐・山

出・川下ヶ仕、御当地迄乗附之積リニ御座

候、（後略）

ここでは、村方で槻の伐採・山出し・川下げを

行い、江戸まで運送するので、足場として使用し

た修羅木を村方に下げ渡して欲しいと申し出てい

る14。すなわち、百姓らは入手した足場材木を売

却し、収入にしようという計画を立てているので

ある。

　以上のように、幕府による御用木伐出は長期間

にわたり大規模に行われ、地元百姓もその利益に

与かろうとする動向を確認できる。

（２）幕府役人による境界見分と御林再編

　御用木伐出は百姓に利益をもたらす一方で、百

姓の生業を脅かすものでもあった。すなわち、こ

の伐出では、幕府役人による境界見分が厳格に行

われ、御林が再編されるという動向が確認できる

のである。

　まず、両大滝村における居山と稼山の狭小化に

ついて見ていこう。次の史料は元文３年（1738）

９月、伐出が本格的に開始されるにあたり、御普

請役が大滝山の御林と稼山との境界見分を行った

時のものである。

［史料３］大達原山口家文書15

　　（前略）

　一 御山内只今迄ハ居山ゟ壱里半ツヽ被下置稼

来候、右居山と申ハ百姓村を離れ候山を

先々ゟ居山と名付、夫ゟ壱里半ツツかせき

山と相心得候様申上候処、此度御吟味ニて

住居無之山古来証拠無之義ニ付、焼畑の
〔野〕

畔

境ゟかせき山と名付処ニ、如何様之筋ニ而

居山と名付夫ゟかせき候哉、段々御吟味之

趣至極承知仕、依之此度焼畑野畔境ゟ御竿

入被成、聊も御非分と不奉存候、

　　（後略）
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　両大滝村は傍線部のように、この時まで居山を

百姓村（居住地）より離れたところにある山の

先々までと認識しており、それより１里半以内を

稼山と心得ていた。すなわち、概念図にすると

［図３－１］のようになる。

　ところが、御普請役による見分の結果は波線部

のように、住居のない山は古来より証拠がないた

め、焼畑野畔境より稼山と名付けるところである

のに、どのような了簡で山の先々から居山と名付

けているのか、と指摘している。野畔とは焼畑放

棄地のことであり、この指摘を受け、［図３－２］

のように、野畔境から計測し、そこを稼山の外縁

とすることになる。すなわち、見分の結果、居山・

稼山の範囲が居住地に近寄ることで、百姓が畑作

物や林山物を生産できる範囲が狭小化し、その一

方で幕府の御林は拡大しているのである。

　このような見分は中津川村でも行われている。

次に、同村における御林と稼山の境界見分につい

ても言及しておこう。寛延２年（1749）６月、中

津川村でも御用木伐出が開始されることになり、

代官伊奈氏は在方御普請役へ御林を引き渡すこと

になった。それに先立ち、代官所は村方に対して

御林と稼山との境界を尋ねている。そこで中津川

村からは、御林は広大なため無反別であるが、両

者の境界に紛らしいことは一切無いと述べ、併せ

て境界を明示した絵図を提出している。また、今

回の見分では山内に境杭も立てられており、絵図

はそれらの場所とも相違ないと述べている16。こ

の境杭については、寛延４年（1751）４月に伐出

が終了した際にも、異変が無いことを確認してお

り、御林の管理が厳しく行われていたことがわか

る17。

以上より、御用木伐出に際して幕府役人による

現地見分を受けた結果、両大滝村では生業の範囲

が縮小し、中津川村でも御林と稼山との境界が明

確となった。

４．宝暦期の御林内境界争論

　本章では、御用木伐出が終了した頃より中津川

村と両大滝村との間に再燃した、稼山入会をめぐ

る問題について検討しよう。

　争論の発端は、中津川村が御林に「中津川御林」

という名目を設けようとしたことである。すなわ

ち、寛延４年（1751）９月、代官所より両大滝村

に対して、元禄期の検地で中津川村が分村した経

緯を記した書類を所持していないか問い合わせが

あった。これに対して両村は、書類は所持してい

ないが、御林については大滝山内に籠もっている

ため、「中津川御林」という名目はない、という

回答をしている18。これより、「中津川御林」と

いう名目をめぐる話題が、この頃より生じていた
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ことを確認しよう。

次に、宝暦４年（1754）３月になると、事態は

次のように展開する。

［史料４］　中津川幸島家文書19

　　　　　乍恐以書付願上奉候

　一 武州秩父郡新古大滝村御林内ニ同郡中津川

村持御林も籠居候処、御林帳ニ右村名目無

御座ニ付、中津川村名御林帳へ書入申度旨

中津川村ゟ願上候ニ付、段々御吟味之上此

度両大滝村・中津川村御林分り相違無之旨

御請書惣連判仕上可申旨被付　仰
（ママ）

奉畏候、

然所ニ右大滝村之内百姓中津川村向キ稼山

へ居山ゟ壱里半之積りニ而前々ゟ入来り候

得共、此度御林分り相定候迚中津川村ゟ相

障り申間敷段書付取引、向後此義ニ付出

入ヶ間敷義無之様ニ申達候所ニ、取引証文

之義ハ難致申之ヲ候ニ付、不及是非御請印

形延引仕候御事、

　　（後略）

　上記によれば、これまで御林帳に中津川村の名

目はなかったが、中津川村からの訴願によって代

官所は吟味を行い、御林を両大滝村と中津川村の

それぞれへ分けることに決めた。そこで生じた問

題として、傍線部のように、これまでは両大滝村

百姓は居山より１里半以内は稼山と心得て中津川

村方面の稼山を利用してきたが、中津川村は今回

御林が双方に分けられたので、今後は山稼ぎに差

し障りが生じないように証文を交わそうと申し入

れてきたのである。そして、これに対して両大滝

村は納得が出来ないため請印を先延ばしにしてい

る。

　そこで、中津川村の目的を考察してみると、御

林内に線を引くことで、享保18年の請書の内容

を骨抜きにしようとしたのではないだろうか。す

なわち、中津川村が「中津川御林」の名目を設け

ることで、［図４］のように両大滝村との間にま

たがる御林内に境界線ができ、北側は「中津川御

林」、南側は「両大滝御林」という区分が生じる。

その上で、御林の東側にある稼山にも境界線を延

長させようと目論んだものと考えられるのである。

５．おわりに

　本稿では、18世紀中期における御用木伐出と

地域社会との関係について検討してきた。ここま

での検討をふまえ、宝暦期の両大滝村と中津川村

との御林内境界争論の背景を考察すると、以下の

３点を指摘することができる。

　第一に、享保期の稼山入会争論では、両大滝村

と中津川村との間で山林用益をめぐり、稼山内の

境界の有無が争われたが、これがそもそもの発端

となっていた。

第二に、元文年間より御用木伐出が始まり、そ

こへ百姓が参画することで、御林資源も百姓の用

益と見込まれるようになっていたと考えられる。

すなわち、「中津川御林」の名目を立てることで、

同地で行われる伐出への参画を有利に進めたいと

いう意図があったのではなかろうか。

そして第三に、境界見分の結果があげられる。

すなわち、両大滝村では生業の範囲が縮小し、中

津川村でも境界が明確となったことで御林の排他

性が上昇した。そのため、両大滝村にとっては、
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人口に比して広大な稼山を有する中津川村との入

会稼ぎへの魅力がますます高まり、一方の中津川

村は自村の用益を守ろうとしたのである。

以上により、御用木伐出や境界見分といった幕

府権力の発動が、地域社会の山林用益に対する動

向へ影響を及ぼしたことがうかがえる。
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